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　毎年、多くの皆様にご愛用いただいている『ボラ
ンティア手帳』の２００８年度版を１２月に発行します。
　スケジュール管理に重宝する機能的なダイア
リー（２００８年１月から２００９年３月まで）に加え、
ボランティア・NPOに関する情報がぎっしり詰まっ
た資料編も充実しています。
　ボランティア・市民活動に興味がある全ての皆
様にお勧めの手帳です。
　問合せ先は、沖縄県ボランティア・市民活動支援
センターまで

TEL：（０９８） ８８４-４５４８
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那
覇
市
に
あ
る
「
障
が
い
者
生
活
介

護
セ
ン
タ
ー
つ
ば
さ
」
に
通
う
天
久
朋

子
さ
ん
は
、
絵
を
描
く
こ
と
が
非
常
に

好
き
で
あ
る
。
表
紙
の
絵
は
、
お
父
さ

ん
、
お
母
さ
ん
、
朋
子
さ
ん
、
そ
し
て

飼
い
猫
の
マ
ー
ブ
ル
を
描
い
た
作
品
。

　

自
然
と
周
り
を
笑
顔
に
さ
せ
て
し
ま

う
朋
子
さ
ん
の
絵
。
バ
ザ
ー
な
ど
で
朋

子
さ
ん
の
絵
を
プ
リ
ン
ト
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
販
売
し
、
完
売
す
る

な
ど
、
周
り
か
ら
好
評
だ
と
い
う
。

� � ��

��������

　

今
回
、
天
久
朋
子
さ
ん
へ
の
取
材
に
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
の
親
川
さ
ん
が
同
行
し

た
。
初
め
て
の
取
材
と
原
稿
作
成
に
最
初

は
緊
張
や
不
安
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
学
生

特
有
の
素
直
さ
や
勢
い
で
サ
サ
ッ
と
仕
上

げ
て
く
れ
た
。

　

実
習
生
を
受
入
れ
る
こ
と
が
な
か
な
か

無
い
県
社
協
だ
が
、
学
生
に
福
祉
の
仕
事
に

携
わ
る
先
輩
と
し
て
の
姿
勢
や
日
頃
の
仕

事
ぶ
り
を
伝
え
る
こ
と
で
自
分
自
身
に

と
っ
て
も
新
た
な
気
づ
き
が
あ
っ
た
。

　

人
材
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自

身
や
組
織
も
同
時
に
育
つ
も
の
だ
と
思
っ

た
一
日
だ
っ
た
。

編

集

後

記
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２００８年度版

NOW PRINTING

��������	
�

おきなわ�おきなわ�

���������	

おきなわ�おきなわ�おきなわ�
祉�祉�福�福� 情�情�報�報�

Vol.

116
2007.11.1

天久朋子さんの作品（タイトル「私の家族」）�

目 

次�

「福祉情報おきなわ」の作成経費の一部として共同募金配分金を使用させていただいております。�

沖縄県社会福祉協議会　沖縄県共同募金会�
沖縄県福祉人材研修センター　沖縄県民生委員児童委員協議会�

〒903-8603　沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1（沖縄県総合福祉センター内）�
TEL.098-887-2000　FAX.098-887-2024　http ://www.okishakyo.or. jp/

編集・発行�
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4

5
6
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地域包括と在宅介護、二つの支援センターに求められる連携�

社協における権利擁護システムに関する調査研究事業�

社会福祉ライブラリーリニューアルオープン�

沖縄県共同募金会より�

シリーズ活動最前線「ぽっか＊ぽか」�

福祉施設経営相談Q&A
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16

ほっとニュースTOPICS�

介護実習・普及センターシリーズ第１弾�

高齢者総合相談センターのご案内�

沖縄県福祉人材研修センター取り扱い求人データ�

県民児協広報「ふくらしゃ」�

INFORMATION
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地
域
包
括
と
在
宅
介
護
、

地
域
包
括
と
在
宅
介
護
、�

二
つ
の
支
援
セ
ン
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
連
携

二
つ
の
支
援
セ
ン
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
連
携�
地
域
包
括
と
在
宅
介
護
、�

二
つ
の
支
援
セ
ン
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
連
携�

〜
現
状
調
査
に
よ
り
み
え
て
き
た
も
の
〜�
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問１. 運営主体（図１）�

社会福祉法人�
51％�

医療法人�
37％�

社会福祉協議会�
11％�

問５. 基本運営費の種別の割合�

委託�
80％�

自己資金�
3％�

基本事業費�
なし�
17％�

補助�
0％�
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問１. 地域包括支援センターの運営主体�

市町村直営�
58％�

社会福祉法人�
19％�

社会福祉協議会�
15％�

医療法人�
8％�
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問３. 順調ではない実施事業�

0％� 20％� 40％� 60％�

総合相談支援�

虐待防止・権利擁護�

ケアマネジメント支援�

介護予防プラン作成�

地域ネットワークの構築�

地域支援�

その他�

特になし� 直営� 委託� 全体�

8％�

8％�

8％�

8％�

27％�

12％�
12％�

15％�

23％�

23％�

31％�

31％�

23％�
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50％�

50％�
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問７. 連携・意見交換のための会議の開催�

１回～５回�
24％�

６回～10回�
12％�

11回～15回�
20％�

開催していない�
32％�

16回～20回�
4％�

20回～25回�
4％�

26回以上�
4％�
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社
協
に
お
け
る�

権
利
擁
護
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る�

調
査
研
究
事
業�

社
協
に
お
け
る�

権
利
擁
護
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る�

調
査
研
究
事
業�

中間報告�
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の
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始
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能
登
半
島
地
震
災
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義
援
金�

ご
協
力�
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た�
ご
協
力�
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た�

あり
がとうメッセージあり
がとうメッセージ
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�
�

�

シリーズ�

活動最前線�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

福
祉
施
設
経
営
相
談

福
祉
施
設
経
営
相
談�

福
祉
施
設
経
営
相
談�

労
務
管
理
編

労
務
管
理
編�

労
務
管
理
編�
Ｑ＆Ａ

�

　
県
社
協
で
は
経
営
支
援
室
を
設
置
し
、

福
祉
施
設
の
経
営
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。�

　
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
、
施
設
経
営
、

職
員
の
処
遇
、
会
計
・
税
務
、
法
律
問

題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
対
し
て

２
名
の
経
営
支
援
員
と
３
名
の
専
門
相

談
員
が
対
応
し
て
い
ま
す
。�

沖
縄
県
社
会
福
祉
協
議
会�

経
営
支
援
室�

電
　
話
０
９
８（
８
８
７
）２
０
３
７（
直
通
）�

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
８（
８
８
７
）２
０
４
３（
直
通
）�

�

今回、回答して頂くのは�

本会「福祉施設経営相談支援事業専門相談員」の�

社会保険労務士 江尻 育弘先生です。�

病気で休職中の職員が、年次有給休暇の申請をしてきま

した。労働者の権利として、これを認めなければなりま

せんか。�

　行政解釈ではどのようになっているかというと、「休職

発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に

会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義

務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次

有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休

暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休

暇請求権の行使ができないと解する」（昭31.２.13　基収489号）と

あります。�

�

　要するに、そもそも私傷病休職中は、労働義務が免除されている

わけであり、労働義務のない日を年次有給休暇に充てることはでき

ない、ということになります。したがって、今回の年次有給休暇の

申請を認める必要はありません。�

�������	
��
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�

介
護
実
習
・
普
及
セ
ン
タ
ー
シ
リ
ー
ズ
　
第
一
弾
！�

車
い
す
の
種
類�

ど
れ
だ
け
あ
る
か
ご
存
知
で
す
か
？�

十
二
月
十
九
日
　
水
曜
日�

「
認
知
症
高
齢
者
介
護
教
室
」�

介
護
講
座
開
催�

���������	

高齢者総合相談センター�高齢者総合相談センター�高齢者総合相談センター�のご案内�のご案内�のご案内�
沖
縄
県
か
り
ゆ
し
長
寿
大
学
校
公
開
講
座�

沖
縄
県
か
り
ゆ
し
長
寿
大
学
校
公
開
講
座�

�������	
�����������������
�������	
�������

相談内容時　間曜　日相談員相談の種類

心配ごとなど生活全般にわたる
相談

８：３０～１７：００
月曜日から
金曜日まで

一 般 相 談 員
一般相談

（なんでも相談）

扶養、遺産相続、借地、借家、金
銭貸借など法律についての相談

１４：００～１６：００
毎 週
木 曜 日

弁 護 士法　律

専　

門　

相　

談

各種公的年金の相談１４：００～１６：００
毎月　 第３
火 曜 日

社会保険労務士年　金

病気、リハビリ、認知症などに関
する療養上の悩み等についての
相談

１４：００～１６：００
毎月　第２・４
火 曜 日

医 師医　療

高齢者向け住宅の増改築、資金
などについての相談

１４：００～１６：００
毎月　 第１
火 曜 日

一 級 建 築 士住　宅

�������	

������� �������	
����������	
������
�������	
���������������	
��������

�������	
������������

単なる「保証人」と「連帯保証人」とは�
どのように違いますか。�

単なる「保証人」と「連帯保証人」とは�
どのように違いますか。�

問�

答�

単なる「保証人」と「連帯保証人」
とはどのように違いますか。�

　保証人は、債務者（お金を借

りた人）が約束どおり返済しな

い場合に、返済をする責任を負っていま

す。�

　そこで、保証人として返済を求められ

たときに、まず借主に対して請求するよ

うに求めたり、先に借主の財産を差押え

て取り立てるように求めることを主張す

ることができます。�

　また、保証人が何人もいるときは、借

金を保証人の数で割った額についてだけ

責任を負担すれば良いことになっていま

す。�

　連帯保証人の場合は、上記のような主

張が一切認められません。それで、借主

に催促もしないで連帯保証人に請求して

きたり、連帯保証人の財産が先に差押え

られても、これに異議を申し立てること

はできないことになっています。�

　なお、債務者本人が自己破産すると、

保証人も連帯保証人も、返済の義務を負

います。�

多重債務の整理方法�多重債務の整理方法�

問�

答�

クレジットやサラ金などに多額の借金があり、とても支
払いできない状態にある。何とかこの負債を整理したい
のですが、どんな方法がありますか。�

　借金（債務）の整理の方法には、次の方法があります。�

　任意整理、調停、個人再生、自己破産等です。�

①任意整理�

　裁判所などを利用せずに弁護士などを通じて債権者と協議し債務を整理する

方法です。この場合、利息制限法に基づく引き直しの交渉をしてもらえます。�

②調停による整理�

　弁護士に依頼せず自分で裁判所に調停の申し立てを行い整理する方法です。

この場合、裁判所の調停委員が、債権者に利息制限法に基づく引き直しをさせ

たうえ、その返済条件について、債権者と債務者の間を斡旋し調停を行います。

合意ができれば成立します。この申立人（債務者）には返済するための継続的な

収入があることが必要です。�

③個人再生手続きによる整理�

　債務を返済する計画を立て、返済計画が裁判所で認可され、計画に従った返

済を続けることができれば、自宅が競売されることもなく、また、返済が完了

すれば残債務が免除となります。�

④自己破産�

　債務者は、多額の借金で返済の目処がたたない場合、裁判所に自己破産の申

し立てをして破産宣告を受けると次に、免責の申し立てを行い、裁判所から免

責の決定を受けると全ての借金が免除されます。なお、債務者本人は自己破産

により免責決定を受けても、保証人や連帯保証人がいる場合、保証人や連帯保

証人へ、債権者の取り立てが集中することになるので、自己破産の申請をしよ

うとする債務者は、保証人等と充分に話し合うことが必要です。�
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平
成　

年
度

１８

沖
縄
県
福
祉
人
材
研
修
セ
ン
タ
ー
取
り
扱
い
求
人
デ
ー
タ

正職員�
11.0％�

非常勤・パート�
20.2％�

常勤（正職員以外）�
68.8％�

介護職�
（ヘルパー除く）�
33.7％�

相談・支援・�
指導員�
16.9％�

介護支援専門員�
1.5％�

ホームヘルパー�
12.9％�

社協専門員�
0.7％�

セラピスト�
0.5％�

看護職�
5.8％�

事務職�
5.6％�

栄養士�
0.4％�

調理員�
3.8％�

その他�
0.5％�

保育士�
17.6％�

老人福祉・�
介護保険�
48.7％�

身体障害者福祉�
7.4％�

知的障害者福祉�
12.2％�

精神障害者福祉�
0.1％�

児童・母子�
福祉�
23.5％�

社会福祉協議会�
7.0％�

総合／法人本部�
0.5％�

生活保護�
0.3％�

その他�
0.3％�

�������	
�����
�������	
���������������������������������	
�	������������������

�������	
������������	��������� !"#$�%&'()*+�,

�������	
������������

��

�������	
���
����������	
��������	�	���	�	�
���������� 	�����

�����������������������	
�������	���������	
�����������������������

� � � � � � � 	 
 �
����������		
�������	������������

����������������������	
�	����������������	
��������	��
����������������������������

���������	

　沖縄県社会福祉協議会が主催する研修会（研修、講座、教室、セミナー等）について、本会・

ホームページに、「研修会等のご案内＜沖縄県社協 研修情報＞」をアップしました。�

　沖縄県社協 研修情報より研修開催要項や申込書等が、研修ごとにダウンロードできるよう

になっていますので、ぜひご利用ください。�

　研修内容や日程等について、天候や講師の都合等により変更する場合や、研修会の種類によっては受講対

象が異なったり、また、年度途中から新たに計画される研修もありますので、各研修の詳細につきましては、

それぞれの担当部所までお問合せください。�

研修情報満載！�
あなたのスキルアップに役立ててみませんか？�

研修情報満載！�
あなたのスキルアップに役立ててみませんか？�

研修情報満載！�
あなたのスキルアップに役立ててみませんか？�

ホームページ　http://www.okishakyo.or.jp/

研修会等のご案内・ 　 　沖縄県社協　研修情報　の操作は次の手順で行います。�

①沖縄県社会福祉協議会のホームページの沖縄県

社協研修情報をクリックしてください。�

②現在募集中の研修情報を提供しています。また、

担当部所ごとの研修内容をご覧いただくことが

できます。�

③担当部所をクリックすると、各研修内容が表示

されます。画面右の「研修開催要項」や「受講

申込書」等をクリックすると、ダウンロードが

でき、研修内容の詳細をご覧いただくことがで

きます。�

研修会等のご案内�

・　 　 沖縄県社協　研修情報�

・　総務部(0) �
・　地域福祉部(7) �
・　施設団体福祉部(24) �
・　民生部(3) �
・　福祉人材研修センター(114) �
・　福祉サービス運営適正化委員会(4) �
・　企画広報部(1) �
・　いきいき長寿センター(5)

・開催要項　・研修日程　�

・受講申込書�
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県 民 児 協 �
広報情報誌�
－第2 2号－�

〜
暮
ら
し
に
福
を
も
た
ら
す
人
〜�

沖縄県民生委員�
児童委員協議会�

事務所�
沖縄県総合福祉センター�

連絡先�
ＴＥＬ.（098）882-5813�
ＦＡＸ.（098）882-5814

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

地
域
住
民
と
の
信
頼
を
引
き
継
ぐ�
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引
継
ぎ
は
な
ぜ
必
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引
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ぎ
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地
域
住
民
と
の
信
頼
を
引
き
継
ぐ

地
域
住
民
と
の
信
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き
継
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域
住
民
と
の
信
頼
を
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〜
一
斉
改
選
に
向
け
て
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引
継
ぎ
の
準
備
を
考
え
る
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